
　   この林業就業支援講習は、厚生労働省の委託事業として、林業への就業を希望する原則４５歳までの
　方を対象に１２日間の学科講習、実地講習を実施するものです。

◎ 講  習 の 内  容 ・林業就業にかかる基礎的知識の講習等
・林業労働安全衛生講習（救急訓練法）
・伐木の業務に関する特別教育
・刈払機取扱作業者に対する安全教育
・小型車両系建設機械運転業務特別教育
・林業、木材加工施設等の見学
・林業作業の実地講習等

◎ 募   集   人   員 ・２０名 （５名以下の場合中止有り）

◎ 講　 習   期   間  ・平成３０年
 （予　定） ①１０月１７日　～ １０月１９日／３日間

②１０月２２日　～ １０月２７日／６日間
③１０月２９日　～ １０月３１日／３日間

           　　        計     　　　　    １２日間

　　　　　　　                     ○チェ－ンソ－操作実習

◎ 講   習   場   所  ・学科講習
 　 宮城県森林組合連合会
　  大衡綜合センター研修施設
　　（黒川郡大衡村大瓜字沓掛112）
・実地講習
　　宮城郡利府町菅谷字孝行松下

◎ 受   講   資   格  ・健康状態等（体力等）が本講習の受講や
  集団での森林作業に支障がないこと
・年齢が１８歳以上４５歳程度まで（原則）
・講習全日程の参加が可能であること
・自動車等移動手段を有していること等

　　　　　　　                ○小型車両系建設機械操作実習
◎ 受      講      料 ・無料

　ただし、受講のための交通費、食費等は自己負担となります

◎ 受   講   申   込　

◎ 申 込 み  期  限 ・平成３０年９月１０日必着

◎ そ      の      他 ・講習会は、都合により日程の変更または中止になることがあります。

◎ 主　　　　　　　催

平成 ３０ 年度　 

「林業就業支援講習」の開催

宮城県林業労働力確保支援センター

〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉２－４－４６

   　FAX：０２２－２２６－８７６７

・応募フォームからお申し込みください

     講習を通じて、林業に就職するために必要な知識や資格を身につけていただくことで、林業への円滑な

　講習修了者には、受講中の宿泊費について一泊４,３２０円(税込)を上限に補助し
　ます。補助となる日数は、当該講習日数を限度とします

・本講習会は林業への就業を保証するものではありません。

　就業を支援します。

   　ＴＥＬ：０２２－２１７－４３０７

      担　当　：　　高　橋           


